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住
民
税
が
改
正
さ
れ
て
い
ま
す

　
国（
所
得
税
）か
ら
地
方（
住
民
税
）へ
の
税
源
移
譲
に
よ
り
、
住
民
税
の
減
額
措
置

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

◎�

平
成
19
年
に
所
得
が
減
っ
て
所
得

税
が
課
さ
れ
な
く
な
っ
た
方

　

退
職
な
ど
に
よ
り
平
成
19
年
中
の
所
得
が
減

り
、
所
得
税
が
課
さ
れ
な
く
な
っ
た
場
合
、
平

成
19
年
度
の
住
民
税
（
平
成
18
年
中
の
所
得
で

計
算
さ
れ
ま
す
）で
税
負
担
が
上
が
っ
た
分
を
、

平
成
19
年
分
の
所
得
税
で
調
整
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
税

負
担
の
調
整
が
で
き
ず
、
住
民
税
の
増
加
の
影

響
の
み
を
受
け
る
方
は
、
申
告
に
よ
り
平
成
19

年
度
の
住
民
税
を
税
源
移
譲
前
の
税
率
を
適
用

し
た
額
ま
で
減
額
し
ま
す
（
す
で
に
納
付
済
み

の
場
合
は
還
付
さ
れ
ま
す
）。

　

該
当
す
る
方
は
平
成
20
年
7
月
１
日
か
ら
31

日
ま
で
の
間
に
必
ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
平
成
19
年
及
び
平
成
20
年
の
１
月
１

日
に
町
内
に
在
住
で
、
対
象
に
な
る
可
能
性
が

あ
る
方
に
つ
い
て
は
６
月
下
旬
頃
に
、「
減
額

申
告
書
」
を
個
別
に
お
送
り
し
ま
す
。

（
他
の
市
区
町
村
か
ら
転
入
さ
れ
た
方
は
、
平

成
19
年
1
月
１
日
現
在
お
住
ま
い
の
市
区
町
村

へ
減
額
申
告
書
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。）

◎�

住
民
税
で
も
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　

税
源
移
譲
で
所
得
税
が
減
少
す
る
こ
と
に
よ
り
、

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
が
所
得
税
額
よ
り
大
き
く
な
り
、

所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
た
め
、
平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年
ま
で
に

入
居
し
た
方
に
限
り
、
今
ま
で
所
得
税
か
ら
控
除
さ

れ
て
い
た
分
に
つ
い
て
は
、
平
成
20
年
度
以
降
の
住

民
税
の
所
得
割
額
か
ら
控
除
し
ま
す
。
こ
の
控
除
を

受
け
る
た
め
に
は
、
毎
年
申
告
が
必
要
で
す
。

◎
地
震
保
険
料
控
除
が
創
設
さ
れ
ま
し
た

　

近
年
多
発
し
て
い
る
地
震
災
害
を
受
け
地
震
保
険

へ
の
加
入
を
促
進
す
る
目
的
で
、
従
来
の
損
害
保
険

料
控
除
が
改
正
さ
れ
、
地
震
保
険
料
控
除
が
創
設
さ

れ
ま
し
た
。

◎�

65
歳
以
上
の
方
の
老
年
者
非
課
税
措
置
廃

止
に
伴
う
経
過
措
置
が
な
く
な
り
ま
す

　

平
成
18
年
度
よ
り
、
平
成
17
年
１
月
１
日
現
在
65
歳

以
上
で
前
年
の
合
計
所
得
が
１
２
５
万
円
以
下
の
方

に
適
用
さ
れ
て
い
た
非
課
税
措
置
が
廃
止
さ
れ
た
こ

と
に
伴
い
、
急
激
な
税
負
担
を
軽
減
す
る
経
過
措
置
と

し
て
、
平
成
18
年
度
は
税
額
の
2
／
3
、
平
成
19
年
度

は
税
額
の
1
／
3
が
軽
減
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成

20
年
度
は
こ
の
経
過
措
置
が
な
く
な
り
ま
す
。
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